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を
抑
え
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

充
実
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
要
介
護
度
の
軽
い

人
、
施
設
利
用
者
へ
の
影

響
は
大
き
い
。
今
後
、
高

齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け

る
た
め
の
取
り
組
み
は
。

■
町
長

今
回
の
見
直
し

で
高
齢
者
を
要
介
護
状
態

に
し
な
い
、
軽
度
の
方
を

重
度
に
し
な
い
よ
う
介
護

予
防
を
重
視
し
た
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
る
。
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、

「
健
康
ア
ッ
プ
教
室
」
・

「
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
」
・
「
水
中
運
動
」
事

業
等
す
で
に
取
り
組
ん
で

い
る
。施
設
入
所
の
方
は
、

「
負
担
の
公
平
性
」
か
ら

住
居
費
と
食
費
が
個
人
負

担
と
な
る
。
し
か
し
低
所

得
者
の
負
担
が
過
重
に
な

ら
な
い
よ
う
軽
減
を
図
っ

て
ゆ
き
た
い
。

●
永
田

合
併
し
て
１
年

を
迎
え
る
が
、
物
事
を
実
行

す
る
に
は
町
の
現
状
課
題
を

住
民
の
皆
さ
ん
へ
知
ら
せ
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
が
。

■
町
長

行
財
政
改
革
推

進
長
期
総
合
計
画
の
施
策
や

事
業
の
内
容
を
住
民
の
皆
様

へ
説
明
し
住
民
の
声
を
聞
く

機
会
を
持
ち
住
民
と
行
政
の

信
頼
関
係
の
構
築
と
協
働
の

町
づ
く
り
に
向
け
現
在
懇
談

会
開
催
の
時
期
お
よ
び
会
場

の
検
討
を
進
め
て
い
る
。

玉谷　隆議員

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
取
り
組
み
は

「
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・

水
中
運
動
」
等
で
対
応

ＱＡ

行
政
懇
談
会
の
開
催
の
考
え
は

現
在
懇
談
会
の
時
期
会
場
を
検
討
中

ＱＡ

永田英則議員

る
。
健
康
障
害
を
発
生
さ

せ
る
こ
と
か
ら
職
員
に
よ

る
目
視
調
査
を
し
注
意
を

払
い
対
応
を
し
て
ゆ
く
。

相
談
は
保
健
課
環
境
整
備

課
建
設
課
を
相
談
窓
口
と

し
て
い
る
。
現
在
４
件
の

相
談
が
あ
っ
た
。

土
砂
災
害
防
止
へ

の
考
え
は

全
町
危
険
箇
所

を
調
査
し
対
応

ＱＡ●
玉
谷

土
砂
災
害
か
ら

住
民
の
生
命
・
財
産
を
守

る
た
め
現
在
町
内
で
２
地

域
が
土
砂
災
害
（
特
別
）

警
戒
地
域
に
指
定
さ
れ
、

１
地
域
で
は
自
主
防
災
組

織
が
あ
る
。
今
後
指
定
を

続
け
る
上
で
ハ
ー
ド
事
業

の
整
備
を
い
か
に
考
え
る

か
。

■
町
長

町
内
に
１
０
２

７
の
危
険
箇
所
が
あ
る
。

災
害
か
ら
住
民
を
守
る
た

め
、
地
域
防
災
計
画
を
基

本
に
自
主
防
災
組
織
を
推

進
し
、
災
害
防
止
対
策
と

し
て
ハ
ー
ド
整
備
事
業
に

取
り
組
む
。

●
玉
谷

介
護
保
険
制
度

が
２
０
０
０
年
４
月
以
来

の
大
改
正
と
な
っ
た
。
今

回
の
焦
点
は
、
要
介
護
者

が
急
増
す
る
中
、
予
防
を

重
視
す
る
こ
と
で
要
介
護

者
を
減
ら
し
、
増
え
続
け

る
介
護
給
付
費
を
抑
制
す

る
こ
と
、
保
険
料
の
上
昇

公
共
施
設
の
ア
ス

ベ
ス
ト
（
石
綿
）

対
応
は
？

注
意
を
払
い

対
応
す
る

ＱＡ●
永
田

公
共
施
設
の
実

態
把
握
は
出
来
て
い
る
の

か
対
応
に
つ
い
て
は
ど
う

か
。
住
民
か

ら
の
問
い
合

わ
せ
相
談
に

つ
い
て
は
。

■
町
長

調

査
状
況
は
87

施
設
中
66
施

設
に
ア
ス
ベ

ス
ト
含
有
又

は
含
有
の
可

能
性
が
あ

●
永
田

町
花
・
町
木
・

町
民
憲
章
、
宣
言
等
は
世

羅
町
の
の
ぞ
ま
し
い
将
来

像
の
実
現
の
た
め
早
く
選

定
さ
れ
た
ら
ど
う
か

■
町
長
　
新
町
と
し
て
制

定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
制

定
方
法
と
し
て
公
募
を
し

選
考
委
員
に
よ
る
選
定
手

順
に
な
る
と
思
う
。
き
わ

め
て
慎
重
な
対
応
が
求
め

ら
れ
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。
世
羅
町
で
最
も
求

め
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
と

し
て
考
え
て
い
る
。

町
花
、
町
木
制
定

の
考
え
は
？

手
順
に
し
た
が
い

慎
重
に
対
応
す
る

ＱＡ

給食センターの釜に一部使用
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●
仙
光

幼
稚
園
誘
致
の
進
捗

状
況
と
そ
の
保
育
所
と
の
関
係
に

つ
い
て
伺
う
。

■
町
長

解
体
工
事
の
進
捗
状

況
を
見
な
が
ら
誘
致
協
議
を
し
て

行
く
。
保
護
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ

に
応
え
ら
れ
る
反
面
、
周
辺
保
育

●
松
浦

公
民
館
は
Ｓ

25
･
26
年
頃「
平
和
憲
法
」

の
実
践
の
場
と
し
て
建
設

さ
れ
た
。
以
来
半
世
紀
に

わ
た
り
住
民
の
自
主
的
な

活
動
の
場
と
し
て
町
民
に

親
し
ま
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
昭
和
の
高
度
経
済
成

長
で
人
口
が
都
市
に
集
中

し
た
よ
う
に
世
羅
に
お
い

て
も
、
13
あ
る
公
民
館
エ

リ
ア
の
人
口
に
は
、
10
倍

近
い
差
が
で
き
て
し
ま
っ

た
。本

来
、
公
民
館
は
住
民

自
治
の
原
点
と
し
て
誕
生

し
た
が
人
口
に
し
て
10
倍

も
違
う
エ
リ
ア
を
公
民
館

単
位
と
称
し
て
、
均
等
助

成
、防
災
無
線
放
送
許
可
、

同
数
の
委
員
の
選
出
を
す

る
な
ど「
税
金
の
公
平
性
」

「
住
民
サ
ー
ビ
ス
」「
意
見

の
集
約
」
の
面
で
問
題
が

あ
る
と
思
う
が
。

●
町
長
　
人
口
の
大
小
に

つ
い
て
は
合
併
、
分
割
も

視
野
に
住
民
の
意
見
を
聞

き
な
が
ら
是
正
し
て
い
き

た
い
。
今
後
、
公
平
感
が

極
力
損
し
な
い
よ
う
制
度

の
点
検
、
見
直
し
に
努
め

る
。

仙光保喜議員

世
羅
・
甲
山
地
区
小
学
校
統
合

整
備
は

適
正
規
模
・
適
正
配
置
の
検
討

委
員
会
を
設
置

ＱＡ

松浦敬潤議員

公
民
館
単
位
と
い
う
名
の
不
平
等

制
度
の
点
検
、
見
直
し
に
努
め
る

ＱＡ

高
齢
者
に

も
っ
と
行
政
の

ひ
か
り
を

検
討
し
て
い
き

た
い

ＱＡ●松
浦
　
ゴ
ミ
収
集
が
始

ま
っ
て
３
年
が
経
過
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
環
境
に

や
さ
し
い
町
に
な
っ
た
が
、

高
齢
者
の
方
は
非
力
で
大

型
ゴ
ミ
の
処
理
に
困
っ
て

お
ら
れ
る
。
ま
す
ま
す
高

齢
化
の
進
む
我
が
町
も
大

型
ゴ
ミ
の
収
集
法
に
つ
い

て
住
民
の
立
場
か
ら
今
一

度
考
え
直
す
時
期
で
は
な

い
か
。

●
町
長
　
高
齢
化

が
進
み
、
１
人
暮

ら
し
世
帯
や
老
々

世
帯
が
年
々
増
加

す
る
中
、
他
の
自

治
体
の
例
を
参
考

に
福
祉
の
充
実
を

図
る
観
点
か
ら
大

型
ゴ
ミ
の
収
集

法
・
形
態
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
期
に
き
て
い

る
と
考
え
る
。

一般�
質問�
一般�
質問�

保
育
施
設
の
再

編
整
備
は

保
育
所
運
営
体

制
の
実
現
に

努
力

ＱＡ

●
仙
光

世
羅
町
内
同
じ

よ
う
な
教
育
体
制
で
充
実
を

し
た
教
育
が
な
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
目
的
達
成
に
は
、

時
間
が
必
要
で
あ
り
条
件
整

備
に
着
手
し
て
は
。

●
町
長

町
内
10
校
中
半

分
の
５
校
が
複
式
学
級
に

●
仙
光

世
羅
町
過
疎
地

域
自
立
促
進
計
画
、
後
期

５
カ
年
中
に
対
応
す
る
計

画
で
あ
る
が
、
進
渉
状
況

と
今
後
の
対
応
策
は
。

●
町
長
村
づ
く
り
交
付

金
事
業
と
し
て
８
月
３
日

に
事
業
採
択
さ
れ
５
ヶ
年

の
継
続
事
業
で
黒
渕
・
徳

市
・
黒
川
、
上
津
田
地
区

に
簡
易
水
道
を
布
設
す

る
。
今
年
度
は
、
国
及
び

県
河
川
局
で
審
査
の
上
負

担
金
を
納
入
し
水
利
権
の

付
与
を
受
け
事
業
認
可
さ

れ
る
。

な
っ
て
い
る
。
ど
の
地
区

も
児
童
の
増
加
は
望
ま
れ

ず
統
廃
合
に
よ
っ
て
適
正

な
学
校
・
学
級
規
模
の
確

保
が
緊
急
課
題
で
あ
る
。

地
域
の
皆
さ
ん
や
有
識
者

の
意
見
を
聞
き
、
検
討
委

員
会
を
設
置
、
検
討
す
る
。

営
農
飲
雑
用
水

整
備
事
業
の
進

渉
状
況
は

簡
易
水
道
事
業

認
可
の
予
定

ＱＡ 所
に
大
き
な
影
響
が
あ
り
、
施
設

の
老
朽
化
や
狭
隘
の
状
況
に
も
あ

り
、
新
た
な
保
育
所
の
設
置
の
必

要
と
考
え
、

統
廃
合
事

業
計
画
を

考
え
て
い

る
。

大世帯の大田公民館
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百
万
円
で
、
本
町
の
負
担
額

は
95
％
の
比
率
と
な
っ
て

い
る
。
少
子
高
齢
化
の
人
口

減
少
時
代
に
突
入
し
後
年

度
の
負
担
は
削
減
す
べ
き

と
考
え
る
。
そ
こ
で
病
院
運

営
を
指
定
管
理
者
制
度
に

よ
る
民
間
委
託
に
と
考
え

る
が
、
ま
た
、
運
営
委
員
会

の
開
催
は
。

■
町
長

病
院
運
営
に
民

間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
広
く
活

用
し
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
と
経
費
の
節
減
を
図
る

こ
と
が
目
的
だ
が
、
三
原
市

と
世
羅
町
の
組
合
立
で
あ

り
現
状
で
は
、
民
間
委
託
は

困
難
で
あ
る
。
運
営
委
員
会

に
つ
い
て
は
、
今
年
度
中
に

開
催
予
定
で
あ
る
。

●
福
田
　
国
の
農
業
基
本

計
画
の
見
直
し
が
さ
れ
て

い
る
が
国
策
に
乗
り
切
れ

な
い
高
齢
化
し
た
狭
隘
な

中
山
間
地
域
に
は
、
町
の

独
自
の
施
策
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
。

■
町
長

当
町
の
よ
う
な

条
件
不
利
地
域
の
課
題

は
、生
産
コ
ス
ト
の
削
減
、

後
継
者
不
足
・
高
年
齢
化

な
ど
が
あ
る
。
集
落
営
農

徳光義昭議員

所
得
の
影
響
を
受
け
る
町
税
の

見
通
し
は

様
子
を
見
て
判
断

ＱＡ

か
っ
た
昨
年
の
み
で
農
業

所
得
の
減
少
の
要
因
と
は

考
え
に
く
い
。
し
ば
ら
く

は
様
子
を
見
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
収
支
計
算
に

よ
り
自
ら
の
経
営
を
把
握

で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
経

営
の
見
直
し
が
さ
れ
る
中

で
落
ち
着
い
て
く
る
と
考

え
る
。

「
新
た
な
食
料
・
農

業
・
農
村
基
本
計

画
」
で
地
域
は
維

持
で
き
る
か

規
模
拡
大
と
、産
直

市
場
に
よ
り
、地
産

地
消
を
進
め
る

ＱＡ

福田　豪議員

公
立
世
羅
中
央
病
院
の

運
営
を
指
定
管
理
者
制

度
の
民
間
委
託
に

組
合
立
の
運
営

で
困
難

ＱＡ

●
徳
光
　
旧
世
羅
庁
舎
に

併
設
の
世
羅
町
消
防
団
第

２
方
面
隊
本
部
と
、
第
１

分
団
第
２
部
の
屯
所
が
あ

る
が
、
庁
舎
解
体
に
あ
た

り
移
転
の
予
定
は
。ま
た
、

旧
甲
山
、
世
羅
市
街
地
に

多
く
点
在
す
る
屯
所
が
あ

る
が
、
消
防
活
動
に
、
支

障
の
な
い
範
囲
で
統
合
す

べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え

る
が
。

■
町
長

第
２
方
面
隊
本

部
は
、
世
羅
庁
舎
内
に
、

第
１
分
団
第
２
部
屯
所
に

つ
い
て
は
、
今
後
世
羅
町

消
防
団
全
体
の
再
編
整
備

を
す
る
こ
と
を
勘
案
し
、

現
在
地
に
仮
設
屯
所
を
建

設
す
る
予
定
。

●
徳
光

町
民
に
期
待
さ

れ
る
量
的
、
質
的
医
療
の
確

保
は
重
要
だ
が
、
本
年
度
世

羅
町
分
の
負
担
は
、
３
億
２

●
福
田
　
Ｈ
16
年
の
申
告

所
得
額
は
、
全
年
比
95
・

８
％
と
な
っ
て
い
る
。
と

り
わ
け
農
業
部
門
は
、
気

象
災
害
も
あ
り
減
少
幅
が

大
き
い
。
し
か
し
、
そ
れ

の
み
で
は
な
く
、
申
告
方

法
が
変
わ
っ
た
こ
と
も
一

因
と
考
え
る
。
こ
の
町
税

へ
の
影
響
を
ど
う
考
え
る

の
か
。

■
町
長

所
得
の
課
税
方

法
が
収
支
計
算
方
式
の
申

告
に
変
わ
っ
た
ば
か
り
で

あ
り
、
気
象
災
害
の
大
き

や
生
産
法
人
な
ど
の
育
成

で
、
規
模
拡
大
と
コ
ス
ト

低
減
を
は
か
る
。
ま
た
高

齢
者
で
も
取
り
組
め
る
産

直
市
場
に
よ
り
地
産
地
消

を
す
す
め
、
さ
ら
に
直
接

支
払
制
度
を
活
用
し
た
農

地
の
保
全
や
「
世
羅
町
農

業
振
興
対
策
補
助
金
」
で

持
続
的
発
展
を
図
る
。

第２方面隊本部は世羅町舎
内に、第１分団第２部は現
在地に仮設屯所

どうする旧世羅町庁舎に併設
する消防団施設

Ｑ

Ａ

旧世羅町庁舎消防施設




